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お し ら せ お し ら せ

　ゴールデンウィークの5月3日～7日の5

日間、子供たちに公共輸送機関であるバ
スに親しんで頂きたく、路線バス（下記記
載の路線は除く）の小児運賃（小学生以下）
を無償にする事となりました。
　ぜひご利用ください。
　詳しくは直接お問い合わせください。
小児運賃の無償を受けられない路線
　高速バス、ループ麒麟獅子バス、定期観光、
鳥取～米子空港線（ソウル便）、湯村・鳥取
エクスプレス線及び特別な臨時バス
問合わせ先　　０８５７（２３）１１２５
　　　　　　日本交通株式会社　　　業務課
　　　　　　　０８５７（２２）５１５４
　　　　　　日ノ丸自動車株式会社　業務課

　毎年好評のペンション村のオープンデー。
今年は21回をむかえ“新たに･初めて”をキ
ーワードに、初夏の西大山高原のプチリ
ゾートライフをお楽しみいただきたいと
思います。
日　時　平成18年５月28日（日）
　　　　　午前11時～午後４時
場　所　大山ペンション村
内　容　お庭の公開
　　　　ペンション館内の催し
　　　　(ランチ･喫茶･作品展･フリーマー
　　　　ケット等)

　　　　コンサート、バルーンアートシ
　　　　ョーなど
その他　雨天決行
問合わせ先　伯耆町観光案内所
　　　　　　　　６８－５００１
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　有線テレビジョン放送を利用して、求人
広報や営業広報を行うことが出来ます。ぜ
ひご利用ください。
　○無料で広報できるもの
　　求人広告（町内の事業所及び個人）
　○有料で広報できるもの
　　求人広告（町外の事業所及び個人）
　　営利を目的とした売出し等の広告
　　業務内容、営業等に関する広報

利用の区分

文 字 放 送

静止画放送

利用料金

21,000円

21,000円

利用料金の単位

１週間以内の放送

１週間以内の放送

【利用料金】

制作の区分

文 字 放 送

静止画放送

利用料金 利用料金の単位

1画面につき15秒以内

1画面につき15秒以内

【番組制作料】

申し込み先及び問合わせ先
　　自治振興課町づくり推進室
　　　６８－３１１３

１画面につ
き2,100円
１画面につ
き3,150円

１　文字放送とは、文字のみの画面を作成するものを
　いう。ただし、文字のみをカメラで撮影して番組を
制　作する場合は、静止画面の制作とみなす。
２　静止画放送とは、写真その他と文字等を組み合わ
　せた静止画面を制作するものをいう。
３　番組単位時間を超える1画面は、15秒以内を1画
　面として計算し、その単位時間ごとに1画面を制作
し　たものとみなして計算する。

　伯耆町では、今年度、地域住民代表や各
種団体、交通事業者の代表で構成される「伯
耆町地域交通会議」を開催し、地域交通が
よりよいものになることを目指します。
　そこで、住民の視点で地域交通のあり方
を考え、ご提言いただく委員を下記のとお
り募集します。
予定人員　　５人程度
選考方法　　予定人数に達した場合は、公募
　　　　　　要項に定めた選考基準により
　　　　　　選考
募集資格　　20歳以上の町内在住者で、バ
　　　　　　ス使用者（月2回以上）又は、交
　　　　　　通事業従事経験者
開催回数　　年3回程度
任　　期　　平成20年3月31日まで
報　　酬　　町規定による日当をお支払い
　　　　　　します（交通費程度）
応募方法　　所定の申込用紙による（役場窓
　　　　　　口・分庁舎窓口にあります）
申し込み先及び問合わせ先
　　　　　　自治振興課町づくり推進室
　　　　　　 ６８－３１１３


